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東京都立秋留台高等学校ＰＴＡ会則 

 

第 1章  総     則 

 

 

第 1条 

この会は、東京都立秋留台高等学校ＰＴＡと称し、事務所を東京都立秋留台高等学校(以下「本校」

という)内に置く。 

 

第 2条 

この会は、家庭と学校が緊密に協力してより良い家庭を築き、併せて会員相互の教養親睦を深め、も

って本校教育を振興することを目的とする。 

 

第 3条 

 この会は、前条の目的を達成するための自主的で民主的な団体であって、他のいかなる団体からも支

配や干渉を受けない。 

 またこの会は、特定の政党・党派を支持ないし反対することなく、本校の学校管理や教育方針に関与

しない。 

 

第 4条 

 この会は、第 2条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（1）教育環境の整備充実 

（2）学習・進路指導および生活指導の振興 

（3）会員相互の親睦と教養の向上 

（4）他校ＰＴＡならびに他の教養諸団体との連絡協議（協議事項） 

（5）その他必要な活動 

 

 

第 2章  会     員 

 

 

第 5条 

 この会の会員は本校に在籍する生徒の保護者および本校教職員とする。 

 

 

第 3章  会員および委員 

 

 

第 6条 

この会に次の役員を置く。 

（1）会長         １名（保護者） 

（2）副会長        ３名（保護者 3名） 

（3）会計         ３名（保護者 3名） 

（4）書記         ２名（保護者 2名） 

 ＊副会長・会計・書記は原則３名とするが、２名以上でもよい。 

 

2.この会に会計監査２名(保護者、および本部経験者 OB,OG 2名)を置く。 

3.この会に書記顧問１名(保護者、および本部経験者 OB,OG 2名)を選出可 
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第 7条 

 役員の任務は次のとおりとする。 

 （1）会長は会務を統括し、会を代表する。 

 （2）副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

 （3）会計は会の経理を担当する。 

 （4）書記は会議の連絡・記録・議事録の保管にあたり、諸活動を会長・副会長に報告する。 

（5）広報は会議の活動撮影記録・広報誌の発行を担当する。 

（6）卒業対策は卒業生に向けた記念品の選定及び、調達、配布準備を手配する。 

 

 2.会計監査は会の資産および会計を監査する。 

 3.書記顧問は会の書面等の作成を支援する。 

 

第 8条 

 この会の保護者側の役員は、次の方法によって選出する。 

 2.会長・副会長・会計・書記・広報・卒業対策は、常任委員会が会員の中から推薦し、総会で承認を

得て選出する。 

 

第 9条 

 この会に常任委員・専任委員を置く。 

   

第 10条 

  この会の役員および部員・委員の任期は 1年とし、再任を妨げない。 

   

第 11条 

学校長は、この会の会議および行事に出席することができる。 

 

 

第 4章  会議および事業 

 

 

第 13条 

 ＰＴＡ活動の円滑な運営をはかるため、この会に次の会議を設ける。 

（1）総会 

  （2）役員会 

  （3）常任委員会 

  （4）拡大常任委員会 

（5）卒業対策委員会 

（6）広報委員会 

  （7）推薦委員会 

  （8）その他必要な委員会 

 

第 14条 

 総会は全会員で構成し、この会の最高議決機関であって、会長がこれを招集する。 

 2.総会は、定期総会および臨時総会とする。 

 3.定期総会は、年 1回年度当初に開催し、次の事項を審議し決定する。 

  （1）前年度の会務報告と決算報告に関する事項 

  （2）新年度の事業計画と予算に関する事項 

  （3）役員の承認に関する事項 

  （4）その他常任委員会が必要と認めた事項 

 4.臨時総会は常任委員会が必要と認めたとき、または会員の 3分の 1以上の請求があったときに開催

する。 

 5.総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、委任状を含むものとする。 
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第 16条 

 役員会は会長、副会長、書記、会計、広報、卒業対策で構成し、必要に応じ会長が招集する。 

 2.役員会は、常任委員会へ提出する議題の協議および常任委員会より委任された事項その他緊急を要

する事項等を協議する。 

 

 

 

第 5章  会     計 

 

第 17条 

  この会の経費は会費(生徒一人あたりの年額)およびその他の収入をもってあてる。 

 

第 18条 

  会費の額はその年度の総会で決定する。 

   

 

第 19条 

  この会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日をもって終わる。 

 

 

 

 

第 6章  付     則 

 

第 20条  

  この会の改廃、および本会の解散は総会の議決を経なければならない。 

  疫病、災害などの理由であれば本部会議の決定を経てこの会を休会、解散をすることができる。 

 

第 21条 

  この会の運営に必要な細則は別に定めることができる。 

 

第 22条 

  この会則は、平成 ７年 ５月２０日から施行する。 

  この会則は、平成１５年 ５月１７日から改正し施行する。 

  この会則は、平成１６年 ５月１５日から改正し施行する。 

  この会則は、平成１７年 ３月１２日から改正し施行する。 

  この会則は、平成１８年 ２月１８日から改正し施行する。 

  この会則は、平成２２年１１月１８日から改正し施行する。 

  この会則は、平成２３年 ５月２６日から改正し施行する。 

  この会則は、 令和 元年   ５月１８日から改正し施工する。 

  この会則は、 令和  ３年  ５月１５日から改正し施工する。 

この会則は、 令和  ４年  ５月１４日から改正し施工する。 

 

  令和３年度総会は新型コロナウイルス感染症の影響で書面議決としました。 
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慶弔規程（案） 

平成 ３年４月２０日改正 

平成 ６年５月２１日改正 

平成１７年３月１２日改正 

平成１８年２月１８日改正 

平成２５年５月２５日改正 

 

 

第 1条 

  本規程は会員(ただし、教職員を除く。)およびその家族の慶弔に関し、必要な基準を定め 

る。 

 

第 2条 

  慶弔の種類は、祝金、慶弔金 (品)および記念品とする。 

 

第 3条 

  慶弔金の範囲は、次のとおりとする。 

   （1）会員または生徒の死亡 

      弔慰金 10,000円または花環 1基のどちらか一方を選択する。 

   （2）生徒の事故等 

      本部で協議のうえ、見舞金などの給付を決定する。   

 

第 4条 

  次に掲げる場合は、役員会に諮り決定する。 

   （1）役員等の死亡、災害または傷病 

   （2）その他必要と認められるとき 

 

第 5条 

  規程の改正は、役員会の審議を経て常任委員会で決定する。 
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旅費規程 

第 1条 

 本規程は会務のため旅行する本会の役員・委員および部員(以下「役員等」という)ならびに一般会員

等に対して支給する旅費に関し、必要な基準を定める。 

 

第 2条 

  旅費の支給の範囲は次のとおりとする。 

   1．各部会、学区代表者会に出席するとき 

   2．本会の会務により、本会を代表して会議、陳情等に参加出席するとき 

   3．本会の会務により、事務連絡等のため出張するとき 

   4．本会を代表して関東高Ｐ連大会・全国高Ｐ連大会等に参加出席するとき 

   5．関東高Ｐ連大会・全国高Ｐ連大会等で被表彰者となり表彰式に出席するとき 

   6．その他、役員会で必要と認めたとき 

 

第 3条 

  旅費の種別は、交通費、宿泊費、日当とし各部に活動費と旅費を支給する。 

 

付 則 

  本規程は、昭和６２年 ５月 ９日より実施する。 

本規程は、平成 ８年 ５月１８日より実施する。 

本規程は、平成１１年 ５月１５日より実施する。 

本規程は、平成１６年 ５月１５日より実施する。 

本規程は、平成１７年 ３月１２日より実施する。 

本規定は、平成１８年 ２月１８日に改正し、４月１日より実行する。 

本規定は、平成１９年 ５月１９日に改正し、実施する。 

本規定は、平成２４年 ７月 ７日に改正し、実施する。 

本規定は、平成２８年 ５月１４日に改正し、実施する。 

本規定は、平成２９年 ５月１３日に改正し、実施する。 

本規定は、令和 ３年 ５月１５日に改正し、実施する。 

 

 

別 表                                 （単位：円） 

種別第２条 第 1項 第 2・3項 第 4項 第 5項 

 

 

 

 

 

交通費 

あきる野・昭島 

福生・羽村・日の出町 

 

  500 

 

 

 

 

 

実 費 

 

 

 

 

 

実 費 

 

 

 

 

開催地 

までの 

往復全額 

立川・青梅 

国立・国分寺・府中 

小金井・武蔵村山 

日野・八王子・瑞穂町 

 

 

500 

 

東大和・小平・西東京 

東村山・清瀬・調布 

東久留米・武蔵野・三

鷹 

稲城・奥多摩・多摩・狛江 

町田 

 

 

1000 

上記以外 1,000 
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周年記念基金（特別会計）に関する総会諒解事項 

                              平成 6年 5月 21日 
    平成 24年 5月 26日改正 

                                                                     令和  3年 5月 15日改正 

令和 4年 5月 14日改正 

令和 5年 5月 13日改正 

 

昭和６２年度定期総会で開設が承認された周年記念基金(特別会計)について、今後毎年度末周年行事積

立金より適当な金額を積み立てることができるものとする。 

 

 

ＰＴＡ組織図 
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